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〔
省

令
〕

〇
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
文
部
科
学
二
〇
）

〔
告

示
〕

〇
幼
稚
園
教
育
要
領
の
全
部
を
改
正
す
る
件

（
文
部
科
学
六
二
）

〇
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
全
部
を
改
正
す

る
件
（
同
六
三
）

〇
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
全
部
を
改
正
す

る
件
（
同
六
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
一
一
一
〜
一
三
五
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
一
二
三
、
一
二
六
、

一
二
八
〜
一
三
〇
、
一
四
一
〜
一
四
六
、

一
五
二
、
一
五
五
〜
一
五
七
、
一
五
九
〜

一
六
四
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
同
一
二
四
、
一
二
五
、
一
二
七
、
一
三

一
〜
一
四
〇
、
一
四
七
〜
一
五
一
、
一
五

三
、
一
五
八
）

〇
土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

定
を
し
た
件
（
同
一
五
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
北
陸
地
方
整
備
局
三
二
〜
三
八
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
部
地
方
整
備
局
四
〇
〜
四
五
、
四

九
〜
五
三
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件（
同
四
六
〜
四
八
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
近
畿
地
方
整
備
局
七
九
）

〇
自
動
車
専
用
道
路
に
関
す
る
件（
同
八
〇
）

〇
道
路
に
関
す
る
件
（
同
八
一
〜
一
〇
九
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
三
一
〜
三
三
）

〇
吉
野
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
外
の
一
級

河
川
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
三
〇
）

〇
道
路
に
関
す
る
件
（
同
三
一
〜
三
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
九
四
〜
九
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
北
海
道
開
発
局
七
八
〜
八
五
）

〇
石
狩
川
水
系
永
山
新
川
及
び
牛
朱
別
川

（
左
岸

旭
川
市
東
旭
川
町
東
桜
岡
四
百

五
十
五
番
一
地
先
か
ら
旭
川
市
永
山
町
十

四
丁
目
二
百
十
八
番
二
十
一
地
先
ま
で
、

右
岸

上
川
郡
当
麻
町
七
千
四
十
六
番
五

地
先
か
ら
旭
川
市
永
山
町
十
五
丁
目
百
四

十
七
番
一
地
先
ま
で
）
に
係
る
洪
水
浸
水

想
定
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ

る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
に
つ
い
て

定
め
た
件
（
同
八
六
）

〇
沙
流
川
水
系
沙
流
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想

定
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る

水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
の
変
更
に
関

す
る
件
（
同
八
七
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
沖
縄
総
合
事
務
局
一
四
、
一
五
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件
（
同
一
六
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

東
北
地
方
整
備
局
公
示（
東
北
地
方
整
備
局
）

関
東
地
方
整
備
局
公
示（
関
東
地
方
整
備
局
）

中
部
地
方
整
備
局
公
示（
中
部
地
方
整
備
局
）

近
畿
地
方
整
備
局
公
示（
近
畿
地
方
整
備
局
）

中
国
地
方
整
備
局
公
示（
中
国
地
方
整
備
局
）

四
国
地
方
整
備
局
公
示（
四
国
地
方
整
備
局
）

北
海
道
開
発
局
公
示
（
北
海
道
開
発
局
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁適

格
機
関
投
資
家
、基
本
測
量
関
係
事
項
、

一
級
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し
関
係

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
出
品
預

証
書
紛
失
に
伴
う
証
書
の
無
効
、
公
文
書

等
の
管
理
に
関
す
る
独
立
行
政
法
人
国
際

観
光
振
興
機
構
、
料
金
の
額
及
び
徴
収
期

間
の
変
更
（
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会

社
・
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
・
西
日

本
高
速
道
路
株
式
会
社
・
阪
神
高
速
道
路

株
式
会
社
）、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会

社
工
事
区
間
変
更
、
社
会
保
険
労
務
士
名

簿
登
録
・
登
録
の
抹
消
・
紛
争
解
決
手
続

代
理
業
務
の
付
記
、
農
林
漁
業
団
体
職
員

共
済
組
合
役
員
就
任
並
び
に
退
任
関
係

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
、
公
示
送
達
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告





省

令

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
五
十
一
条
関
係
）

区

分

第
一
学
年
第
二
学
年
第
三
学
年
第
四
学
年
第
五
学
年
第
六
学
年

国
語

三
〇
六

三
一
五

二
四
五

二
四
五

一
七
五

一
七
五

社
会

七
〇

九
〇

一
〇
〇

一
〇
五

算
数

一
三
六

一
七
五

一
七
五

一
七
五

一
七
五

一
七
五

各教科の授業時数

理
科

九
〇

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

生
活

一
〇
二

一
〇
五

音
楽

六
八

七
〇

六
〇

六
〇

五
〇

五
〇

図
画
工
作

六
八

七
〇

六
〇

六
〇

五
〇

五
〇

家
庭

六
〇

五
五

体
育

一
〇
二

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

九
〇

九
〇

外
国
語

七
〇

七
〇

特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳
の
授
業
時
数

三
四

三
五

三
五

三
五

三
五

三
五

外
国
語
活
動
の
授
業
時
数

三
五

三
五

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
授
業
時
数

七
〇

七
〇

七
〇

七
〇

特
別
活
動
の
授
業
時
数

三
四

三
五

三
五

三
五

三
五

三
五

総
授
業
時
数

八
五
〇

九
一
〇

九
八
〇
一
〇
一
五
一
〇
一
五
一
〇
一
五

別
表
第
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
（
第
五
十
二
条
の
三
、
第
七
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
七
十
九
条
の
十
二
関
係
）

区

分

第
一
学
年
第
二
学
年
第
三
学
年
第
四
学
年
第
五
学
年
第
六
学
年

国
語

三
〇
六

三
一
五

二
四
五

二
四
五

一
七
五

一
七
五

社
会

七
〇

九
〇

一
〇
〇

一
〇
五

算
数

一
三
六

一
七
五

一
七
五

一
七
五

一
七
五

一
七
五

各教科の授業時数

理
科

九
〇

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

生
活

一
〇
二

一
〇
五

音
楽

六
八

七
〇

六
〇

六
〇

五
〇

五
〇

図
画
工
作

六
八

七
〇

六
〇

六
〇

五
〇

五
〇

家
庭

六
〇

五
五

体
育

一
〇
二

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

九
〇

九
〇

外
国
語

七
〇

七
〇

特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳
の
授
業
時
数

三
四

三
五

三
五

三
五

三
五

三
五

外
国
語
活
動
の
授
業
時
数

三
五

三
五

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
授
業
時
数

七
〇

七
〇

七
〇

七
〇

特
別
活
動
の
授
業
時
数

三
四

三
五

三
五

三
五

三
五

三
五

総
授
業
時
数

八
五
〇

九
一
〇

九
八
〇
一
〇
一
五
一
〇
一
五
一
〇
一
五

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

備
考一

こ
の
表
の
授
業
時
数
の
一
単
位
時
間
は
、
四
十
五
分
と
す
る
。

二

特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
学
級
活
動（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

三

第
五
十
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳
の
ほ
か
に
宗
教
を
加
え
る
と
き
は
、
宗
教

の
授
業
時
数
を
も
つ
て
こ
の
表
の
特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳
の
授
業
時
数
の
一
部
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
二
の
三
ま
で
及
び
別
表
第
四
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。）

備
考一

こ
の
表
の
授
業
時
数
の
一
単
位
時
間
は
、
四
十
五
分
と
す
る
。

二

特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
第
七
十
九
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）で
定
め
る
学
級
活
動
（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

三

各
学
年
に
お
い
て
は
、
各
教
科
、
特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳
、
外
国
語
活
動
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び

特
別
活
動
の
授
業
時
数
か
ら
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
義
務
教
育
学
校
、
中
学
校
連
携

型
小
学
校
及
び
小
学
校
連
携
型
中
学
校
並
び
に
中
学
校
併
設
型
小
学
校
及
び
小
学
校
併
設
型
中
学
校
の
教
育
課

程
を
編
成
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
教
科
等
（
別
表
第
二
の
三
に
お
い
て
「
小
中
一
貫
教
科
等
」
と
い
う
。）の

授
業
時
数
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
及
び
第
四
十
九
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校

教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

松
野

博
一

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
及
び
体
育
」
を
「
、
体
育
及
び
外
国
語
」
に
改
め
る
。
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ァ

イ

（
庫
〇
卜
振
W
粛）

体ほぐしの運動では，手軽な運動を行い，心と体は互いに影響し変

化することや心身の状態に気付き，仲間と自主的に関わり合うこと。

実生活に生かす運動の計画では，ねらいに応じて， 健康の保持増進

や調和のとれた体力の向上を図るための運動の計画を立て取り組むこ

と。

(2)自己や仲間の課題を発見し，合理的な解決に向けて運動の取り組み方

を工夫するとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。

(3)体つくり運動に自主的に取り組むとともに，互いに助け合い教え合お

うとすること，一 人一 人の違いに応じた動きなどを大切にしようとする

こと，話合いに貢献しようとすることなどや， 健康• 安全を確保するこ

B

蔀

徊

rn

饗忠F

□I 

L

C

H

C

母

6
N

担
卦

ト
ト
L

と。

器械運動

器械運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(1)次の運動について，技ができる楽しさや喜びを味わい，技の名称や行

い方，運動観察の方法，体力の高め方などを理解するとともに，自己に

適した技で演技すること。

マット運動では，回転系や巧技系の基本的な技を滑らかに安定して

行うこと，条件を変えた技や発展技を行うこと及びそれらを構成し演

技すること。

イ 鉄棒運動では，支持系や懸垂系の基本的な技を滑らかに安定して行

うこと，条件を変えた技や発展技を行うこと及びそれらを構成し演技

すること。

ウ 平均台運動では，体操系やバランス系の基本的な技を滑らかに安定

して行うこと，条件を変えた技や発展技を行うこと及びそれらを構成

し旅技すること。

跳び箱運動では，切り返し系や回転系の基本的な技を滑らかに安定

して行うこと，条件を変えた技や発展技を行うこと。

(2)技などの自己や仲間の課題を発見し，合理的な解決に向けて運動の取

り組み方を工夫するとともに，自己の考えたことを他者に伝えること。
たた

(3)器械運動に自主的に取り組むとともに，よい演技を讃えようとするこ

ア

工

c

D 

と，互いに助け合い教え合おうとすること，一 人一 人の違いに応じた課

題や挑戦を大切にしようとすることなどや，健康• 安全を確保すること。

陸上競技

陸上競技について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(1)次の運動について，記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，技術

の名称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法などを理解するととも

に，各種目特有の技能を身に付けること。

ア 短距離走・リレーでは， 中間走へのつなぎを滑らかにして速く走る

ことやバトンの受渡しで次走者のスピー ドを十分高めること，長距離

走では，自己に適したペースを維持して走ること，ハー ドル走では，

スピー ドを維持した走りからハー ドルを低く越すこと。

走り幅跳びでは，スピー ドに乗った助走から力強く踏み切って跳ぶ

こと，走り高跳びでは，リズミカルな助走から力強く踏み切り滑らか

な空間動作で跳ぶこと。

(2)動きなどの自己や仲間の課題を発見し，合理的な解決に向けて運動の

取り組み方を工夫するとともに，自己の考えたことを他者に伝えること。

(3)陸上競技に自主的に取り組むとともに，勝敗などを冷静に受け止め，

ルールやマナーを大切にしようとすること，自己の責任を果たそうとす

ること，一 人一 人の違いに応じた課題や挑戦を大切にしようとすること

などや， 健康• 安全を確保すること。

水 泳

水泳について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(1)次の運動について，記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，技術

の名称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法などを理解するととも

に，効率的に泳ぐこと。

ア クロ ールでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペ
ースで長く泳いだり速く泳いだりすること。

平泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペー

スで長く泳いだり速く泳いだりすること。

背泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペー

イ

イ

ウ
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スで泳ぐこと。

バタフライでは， 手と足の動き，
ペースで泳ぐこと。

複数の泳法で泳ぐこと， 又はリレーをすること。

(2)泳法などの自己や仲間の課題を発見し， 合理的な解決に向けて運動の

取り組み方を工夫するとともに，自己の考えたことを他者に伝えること。

(3)水泳に自主的に取り組むとともに， 勝敗などを冷静に受け止め，］レー

ルやマナ ーを大切にしようとすること， 自己の責任を果たそうとするこ

と， 一 人一 人の違いに応じた課題や挑戦を大切にしようとすることなど

や， 水泳の事故防止に関する心得を遵守するなど健康• 安全を確保する

こと。

球 技

球技について， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(1)次の運動について， 勝敗を競う楽しさや喜びを味わい， 技術の名称や

行い方， 体力の高め方， 運動観察の方法などを理解するとともに， 作戦

に応じた技能で仲間と連携しゲ ー ムを展開すること。

ゴ ー ル型では， 安定したボ ー Jレ操作と空間を作りだすなどの動きに

よってゴー ル前への侵入などから攻防をすること。

ネット型では， 役割に応じたボ ー ル操作や安定した用具の操作と連

携した動きによって空いた場所をめぐる攻防をすること。

ウ ベ ースボ ー ル型では， 安定したバット操作と走塁での攻撃，

操作と連携した守備などによって攻防をすること。

(2)攻防などの自己やチ ー ムの課題を発見し， 合理的な解決に向けて運動

の取り組み方を工夫するとともに， 自己や仲間の考えたことを他者に伝

えること。

(3)球技に自主的に取り組むとともに， フェアなプレイを大切にしようと

すること， 作戦などについての話合いに貢献しようとすること， 一 人一

人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること， 互いに助け合

い教え合おうとすることなどや， 健康• 安全を確保すること。

武 道

工

才

ア

ィ
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呼吸のバランスを保ち， 安定した

ボ ー ル

G 

武道について， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(1)次の運動について， 技を高め勝敗を競う楽しさや喜びを味わい， 伝統

的な考え方， 技の名称や見取り稽古の仕方， 体力の高め方などを理解す

るとともに基本動作や基本となる技を用いて攻防を展開すること。

柔道では， 相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技， 連

絡技を用いて， 相手を崩して投げたり， 抑えたりするなどの攻防をす

ること。

剣道では， 相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技を用

いて， 相手の構えを崩し， しかけたり応じたりするなどの攻防をする

こと。

ウ 相撲では， 相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技を用

いて， 相手を崩し， 投げたりいなしたりするなどの攻防をすること。

(2)攻防などの自己や仲間の課題を発見し， 合理的な解決に向けて運動の

取り組み方を工夫するとともに，自己の考えたことを他者に伝えること。

(3)武道に自主的に取り組むとともに， 相手を尊重し， 伝統的な行動の仕

方を大切にしようとすること， 自己の責任を果たそうとすること， 一 人
一 人の違いに応じた課題や挑戦を大切にしようとすることなどや， 健康

• 安全を確保すること。

ダンス

ダンスについて， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(1)次の運動について， 感じを込めて踊ったり， みんなで自由に踊ったり

する楽しさや喜びを味わい， ダンスの名称や用語， 踊りの特徴と表現の

仕方， 交流や発表の仕方， 運動観察の方法， 体力の高め方などを理解す

るとともに， イメ ー ジを深めた表現や踊りを通した交流や発表をするこ

ア

ィ

と。

ア 創作ダンスでは， 表したいテーマにふさわしいイメ ー ジを捉え， 個

や群で， 緩急強弱のある動きや空間の使い方で変化を付けて即興的に

表現したり， 簡単な作品にまとめたりして踊ること。

イ フォ ー クダンスでは， 日本の民踊や外国の踊りから， それらの踊り

方の特徴を捉え， 音楽に合わせて特徴的なステップや動きと組み方で
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踊ること。

現代的なリズムのダンスでは， リズムの特徴を捉え， 変化とまとま

りを付けて， リズムに乗って全身で踊ること。

(2) 表現などの自己や仲間の課題を発見し， 合理的な解決に向けて運動の

取り組み方を工夫するとともに， 自己や仲間の考えたことを他者に伝え
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ること。

(3) ダンスに自主的に取り組むとともに， 互いに助け合い教え合おうとす

ること， 作品や発表などの話合いに貢献しようとすること， 一人一人の

違いに応じた表現や役割を大切にしようとすることなどや， 健康• 安全

を確保すること。

体育理論

(1)文化としてのスポ ー ツの意義について， 課題を発見し， その解決を目

指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

文化としてのスポ ー ツの意義について理解すること。

（ア）スポ ー ツは，文化的な生活を営みよりよく生きていくために重要

ィ

ゥ

〔内容の取扱い〕

(1)内容の各領域については， 次のとおり取り扱うものとする。

第1学年及び第2学年においては， 「 A体つくり運動」から 「 H体

育理論」までについては， 全ての生徒に履修させること。 その際， 「 A

体つくり運動」及び 「 H体育理論」については， 2学年間にわたって

ア

であること。

（イ）オリンピックやパラリンピック及び国際的なスポ ー ツ大会などは，

国際親善や世界平和に大きな役割を果たしていること。

（り）スポ ー ツは， 民族や国， 人種や性， 障害の違いなどを超えて人々

を結び付けていること。

文化としてのスポ ー ツの意義について， 自己の課題を発見し，

よい解決に向けて思考し判断するとともに， 他者に伝えること。

文化としてのスポ ー ツの意義についての学習に自主的に取り組むこ

と。

より

履修させること。

第3学年においては， い ＼体つくり運動」及び 「 H体育理論」につ

いては， 全ての生徒に履修させること。 「 B器械運動」， 「 C陸上競技」，
「 D水泳」及び 「 Gダンス」についてはいずれかから一•以上を， 「 E

球技」及び 「 F武道」についてはいずれかー以上をそれぞれ選択して

履修できるようにすること。

(2)内容の 「 A体つくり運動」から 「 H体育理論」

ては， 次のとおり取り扱うものとする。
「 A体つくり運動」の(1)のアの運動については， 「 B器械運動」か

ら 「 Gダンス」までにおいても関連を図って指導することができると

ともに， 心の健康など保健分野との関連を図って指導すること。 また，
「 A体つくり運動」の(1)のイの運動については， 第1学年及び第2学

年においては， 動きを持続する能力を裔めるための運動に重点を置い

て指導することができるが， 調和のとれた体力を高めることに留意す

ること。 その際， 音楽に合わせて運動をするなどの工夫を図ること。

第3学年においては， 日常的に取り組める運動例を取り上げるなど指

導方法のエ夫を図ること。
「 B器械運動」の(1)の運動については， 第1学年及び第2学年にお

いては， アからエまでの中からアを含む二を選択して履修できるよう

にすること。 第3学年においては， アからエまでの中から選択して履

修できるようにすること。

ウ 「 C陸上競技」の(1)の運動については， ア及びイに示すそれぞれの

運動の中から選択して履修できるようにすること。
「 D水泳」の(1)の運動については， 第1学年及び第2学年において

は， アからエまでの中からア又はイのいずれかを含む二を選択して履

修できるようにすること。 第3学年においては， アからオまでの中か

ら選択して履修できるようにすること。 なお， 学校や地域の実態に応

じて， 安全を確保するための泳ぎを加えて履修させることができるこ

と。 また， 泳法との関連において水中からのスタ ー ト及びタ ー ンを取

り上げること。 なお， 水泳の指導については， 適切な水泳場の確保が

ィ

ア

ィ

工

までに示す事項につい
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困難な場合にはこれを扱わないことができるが，水泳の事故防止に関

する心得については，必ず取り上げること。また，保健分野の応急手

当との関連を図ること。

「E球技」の(1)の運動については，第1学年及び第2学年において

は，アからウまでを全ての生徒に履修させること。第3学年において

は，アからウまでの中から二を選択して履修できるようにすること。

また，アについては，バスケットボ ー ル，ハンドボ ー ル，サッカ ーの

中から，イについては，バ レ ーボ ー ル，卓球，テニス，バドミントン

の中から，ウについては， ソフトボ ー ルを適宜取り上げることとし，

学校や地域の実態に応じて，その他の運動についても履修させること

ができること。なお，ウの実施に当たり，十分な広さの運動場の確保

が難しい場合は指導方法を工夫して行うこと。

カ 「F武道」については，柔道，剣道，相撲，空手道，なぎなた，弓

道合気道，少林寺拳法，銃剣道などを通して，我が国固有の伝統と

文化により一層触れることができるようにすること。また，(1)の運動

については，アからウまでの中から一を選択して履修できるようにす

ること。なお，学校や地域の実態に応じて，空手道，なぎなた，弓道，

合気道，少林寺拳法，銃剣道などについても履修させることができる

こと。また，武道場などの確保が難しい場合は指導方法を工夫して行

うとともに，学習段階や個人差を踏まえ，段階的な指導を行うなど安

全を十分に確保すること。

「Gダンス」の(1)の運動については，アからウまでの中から選択し

て履修できるようにすること。なお，学校や地域の実態に応じて，

の他のダンスについても履修させることができること。

第1学年及び第2学年の内容の「H体育理論」については，

1学年，(2)は第2学年で取り上げること。

(3) 内容の「A体つくり運動」から「Gダンス」までの領域及び運動の選

択並びにその指導に当たっては，学校や地域の実態及び生徒の特性等を

考慮するものとする。また，第3学年の領域の選択に当たっては，安全

を十分に確保した上で，生徒が自由に選択して履修することができるよ

才

キ

ク

そ

(1)は第

ー

2
 

う配慮すること。その際，指導に当たっては，内容の「B器械運動」か

ら「Gダンス」までの領域については，それぞれの運動の特性に触れる

ために必要な体力を生徒自ら高めるように留意するものとする。

(4) 自然との関わりの深いスキ ー，スケートや水辺活動などの指導につい

ては，学校や地域の実態に応じて積極的に行うことに留意するものとす

る。

(5) 集合，整扇，列の増減，方向変換などの行動の仕方を身に付け，能率

的で安全な集団としての行動ができるようにするための指導については，

内容の「A体つくり運動」から「Gダンス」までの領域において適切に

行うものとする。

［保健分野）

目 標

(1) 個人生活における健康• 安全について理解するとともに，基本的な技

能を身に付けるようにする。

(2) 健康についての自他の課題を発見し，よりよい解決に向けて思考し判

断するとともに，他者に伝える力を養う。

(3) 生涯を通じて心身の健康の保持増進を目指し，

む態度を養う。

内 容

(1) 健康な生活と疾病の予防について，課題を発見し，その解決を目指し

た活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

健康な生活と疾病の予防について理解を深めること。

（ア）健康は，主体と環境の相互作用の下に成り立っていること。また，

疾病は， 主体の要因と環境の要因が関わり合って発生すること。

（イ）健康の保持増進には，年齢，生活環境等に応じた運動，食事，休

養及び睡眠の調和のとれた生活を続ける必要があること。

（ウ）生活習慣病などは，運動不足，食事の籠や質の偏り，休養や睡眠

の不足などの生活習慣の乱れが 主な要因となって起こること。また，

生活習慣病などの多くは，適切な運動，食事，休養及び睡眠の調和

ア

明る＜豊かな生活を営
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のとれた生活を実践することによって予防できること。

（エ）喫煙，飲洒，薬物乱用などの行為は，心身に様々な影響を与え，

健康を損なう原因となること。また，これらの行為には，個人の心

理状態や人間関係，社会環境が影響することから，それぞれの要因

に適切に対処する必要があること。

（オ）感染症は，病原体が主な要因となって発生すること。また，感染

症の多くは，発生源をなくすこと，感染経路を遮断すること，主体

の抵抗力を高めることによって予防できること。

（力）健康の保持増進や疾病の予防のためには，個人や社会の取組が重

要であり，保健· 医療機関を有効に利用することが必要であること。

また，医薬品は，正しく使用すること。

健康な生活と疾病の予防について，課題を発見し，その解決に向け

て思考し判断するとともに，それらを表現すること。

(2)心身の機能の発達と心の健康について，課題を発見し，その解決を目

指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

心身の機能の発達と心の健康について理解を深めるとともに，スト

レスヘの対処をすること。

（ア）身体には，多くの器官が発育し，それに伴い，様々な機能が発達

する時期があること。また，発育• 発達の時期やその程度には，個

人差があること。

（イ）思春期には， 内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟する

また，成熟に伴う変化に対応した適切な行動が必要となるこ

ア

イ

こと。

と。

（り）知的機能，情意機能，社会性などの精神機能は，生活経験などの

影響を受けて発達すること。また，思春期においては，自己の認識

が深まり，自己形成がなされること。

（エ）精神と身体は，相互に影響を与え，関わっていること。欲求やス

トレスは，心身に影響を与えることがあること。また，心の健康を

保つには，欲求やストレスに適切に対処する必要があること。

心身の機能の発達と心の健康について，課題を発見し，その解決に
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向けて思考し判断するとともに，それらを表現すること。

(3)傷害の防止について，課題を発見し，その解決を目指した活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 傷害の防止について理解を深めるとともに，応急手当をすること。

（ア）交通事故や自然災害などによる傷害は，人的要因や環境要因など

が関わって発生すること。

（イ）交通事故などによる傷害の多くは，安全な行動，環境の改善によ
って防止できること。

（り）自然災害による傷害は，災害発生時だけでなく，二次災害によっ

ても生じること。また，自然災害による傷害の多くは，災害に備え

ておくこと，安全に避難することによって防止できること。

（エ）応急手当を適切に行うことによって，傷害の悪化を防止すること

ができること。また，心肺蘇生法などを行うこと。

傷害の防止について，危険の予測やその回避の方法を考え，

を表現すること。

(4)健康と環境について，課題を発見し，その解決を目指した活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 健康と環境について理解を深めること。

（ア）身体には，環境に対してある程度まで適応能力があること。身体

の適応能力を超えた環境は，健康に影響を及ぼすことがあること。

また，快適で能率のよい生活を送るための温度，湿度や明るさには

一定の範囲があること。

（イ）飲料水や空気は，健康と密接な関わりがあること。また，飲料水

や空気を衛生的に保つには，基準に適合するよう管理する必要があ

ること。

（り）人間の生活によって生じた廃粟物は，環境の保全に十分配慮し，

環境を汚染しないように衛生的に処理する必要があること。

健康と環境に関する情報から課題を発見し，その解決に向けて思考

し判断するとともに，それらを表現すること。

内容の取扱い

ィ

ィ

それら
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(1)内容の(1)のアの（ア）及び（イ）は第1学年，(1)のアの（ウ）及び（エ）は第2

学年，(1)のアの（オ）及び（力）は第3学年で取り扱うものとし，(1)のイは

全ての 学年で取り扱うものとする。 内容の(2)は第1学年，(3)は第2学

年，(4)は第3学年で取り扱うものとする。

(2)内容の(1)のアについては， 健康の保持増進と疾病の予防に加えて， 疾

病の回復についても取り扱うものとする。

(3)内容の(l)のアの（イ）及び（ウ）については， 食育の 観点も踏まえつ つ 健康

的な 生活習慣の形成に結び付くように配慮するとともに，必要 に応じて，

コンピュ ー タなどの情報機器の使用と健康との関わりについて取り扱う

ことにも配慮するものとする。 また， がんについても取り扱うものとす

(6) 

る。

(4)内容の(1)のアの（エ）については，心身への急性影孵及び依存性につい

て取り扱うこと。 また，薬物は，覚醒剤や大麻等を取り扱うものとする。

(5)内容の(1)のアの（オ）については， 後天性免疫不全症候群（エイズ） 及

び性感染症についても取り扱うものとする。

内容の(2)のアの（ア）については， 呼吸器， 循環器を中心に取り扱うも

のとする。

(7)内容の(2)のアの（イ）については， 妊娠や出産が可能とな るような成熟

が始まるという観点から， 受精・妊娠を取り扱うものとし， 妊娠の経過

は取り扱わないものとする。 また， 身体の機能 の成熟とともに，性衝動

が生じたり，異性への関心が高まったりすることなどから，異性の尊重，

情報 への 適切な 対処や 行動の選択が必要とな ることについて取り扱うも

のとする。

(8)内容の(2)のアの（エ）については，体育分野の内容の 「 A体つくり運動」

の(1)のアの指導との関連を図って指導 するものとする。

(9)内容の(3)のアの（エ）については， 包帯法， 止血法など傷害時の 応急手

当も取り扱い，実習を行うものとする。 また， 効果的な指導を行うため，

水泳など体育分野の内容との関連を図るものとする。

(10) 内容の(4)については， 地域の実態に即して公害と健康との関係を取

り扱うことにも配慮するものとする。 また， 生態系については， 取り扱

第3

ー

2
 

わないものとする。

(11) 保健分野の指導 に際しては，自他の 健康に関心をもてるようにし，

健康に関 する課題を解決する学習活動を取り入れるなどの指導方法のエ

夫を行うものとする。

指導計画の作成と内容の 取扱い

指導計画の作成に当たっては， 次の事項に配慮するものとする。

(1) 単元など内容や時間の まとまりを見 通 して， その 中 で育む資質· 能力

の 育成に向けて， 生徒の主体的・対話的で深い学び の実現を図るように

すること。 その際， 体育や保健の 見方 ・考え方を働かせな がら， 運動や

健康についての自他の 課題を発見 し， その合理的な 解決の ための活動の

充実を図ること。 また， 運動の楽しさ や喜びを味わったり， 健康の大切

さを実 感したりすることができるよう留意すること。

(2)授業時数の 配当については， 次のとお り扱うこと。

保健分野の授業時数は， 3学年間で48単位時間程度配当すること。

保健分野の授業時数は， 3学年間を通じて適切に配当し， 各学年に

おいて効果的な 学習 が行われるよう考慮して配当すること。

体育分野の授業時数は， 各学年にわたって適切に配当すること。 そ

の際， 体育分野の内容の 「 A体つくり運動」については， 各学年で7

単位時間以上を， 「 H体育理論」については， 各学年で3単位時間以

上を配当すること。

体育分野の内容の「B器械運動」から 「 Gダンス」までの領域の授

業時数は， それらの内容の習 熟を図ることができるよう考慮して配当

すること。

(3)障害 のある生徒などについては， 学習活動を行う場合に生じる困難さ

に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的， 組織的に行うこと。

(4) 第1章総則の 第1の 2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき， 道徳科な

どとの関連を考慮しな がら， 第3章特別の 教科道徳の 第2に示す内容に

ついて，保健体育科の特質に応じて適切な指導をすること。

第2の内容の 取扱いについては， 次の事項に配慮するものとする。

ア

ィ

ゥ
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(1)体力や技能の程度， 性別や障害の有無等に関わらず，

しみ方を共有することができるよう留意すること。

(2)言語能力を育成する言語活動を重視し， 筋道を立てて練習や作戦につ

いて話し合う活動や， 個人生活における健康の保持増進や回復について

話し合う活動などを通して， コ ミュニケ ー ション能力や論理的な思考力

の育成を促し， 自主的な学習活動の充実を図ること。

(3)第2の内容の指導に当たっては， コ ンピュー タや情報通信ネットワ ー

クなどの情報手段を積極的に活用して， 各分野の特質に応じた学習活動
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を行うよう工夫すること。

(4)体育分野におけるスポ ー ツとの多様な関わり方や保健分野の指導につ

いては， 具体的な体験を伴う学習の工夫を行うよう留意すること。

(5)生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう， 学校や生徒の

実態に応じ， 学習内容の習熟の程度に応じた指導， 個別指導との連携を

踏まえた教師間の協力的な指導などを工夫改善し， 個に応じた指導の充

実が図られるよう留意すること。

(6)第1章総則の第1の2の(3)に示す学校における体育・健康に関する指

導の趣旨を生かし， 特別活動， 運動部の活動などとの関連を図り， 日常

生活における体育・健康に関する活動が適切かつ継続的に実践できるよ

う留意すること。 なお， 体力の測定については， 計画的に実施し， 運動

の指導及び体力の向上に活用するようにすること。

(7)体育分野と保健分野で示された内容については， 相互の関連が図られ

るよう留意すること。

第8節 技術・家庭

第1 目 標

生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え方を働かせ， 生活や技術

に関する実践的・体験的な活動を通して， よりよい生活の実現や持続可能な社

会の構築に向けて， 生活を工夫し創造する資質・能力を次のとおり育成するこ

とを目指す。

(1)生活と技術についての基礎的な理解を図るとともに，

を身に付けるようにする。

(2)生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し， 解決策を構想し，

実践を評価・改善し， 表現するなど， 課題を解決する力を養う。

(3)よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて， 生活を工夫し創

造しようとする実践的な態度を養う。

第2

ー

それらに係る技能

各分野の目標及び内容

［技術分野〕

目 標

技術の見方・考え方を働かせ， ものづくりなどの技術に関する実践的・

体験的な活動を通して， 技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構

築する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)生活や社会で利用されている材料， 加工， 生物育成， エネルギ ー 変換

及び情報の技術についての基礎的な理解を図るとともに， それらに係る

技能を身に付け， 技術と生活や社会， 環境との関わりについて理解を深

める。

(2)生活や社会の中から技術に関わる間題を見いだして課題を設定し， 解

決策を構想し， 製作図等に表現し， 試作等を通じて具体化し， 実践を評

価・改善するなど， 課題を解決する力を養う。

(3)よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて， 適切かつ誠実

に技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。
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A

B

容

材料と加工の技術

(1) 生活や社会を支える材料と加工の技術について調べる活動などを通し

て， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 材料や加工の特性等の原理・法則と， 材料の製造・加工方法等の基

礎的な技術の仕組みについて理解すること。

技術に込められた間題解決の工夫について考えること。

(2)生活や社会における問題を， 材料と加工の技術によって解決する活動

を通して， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

製作に必要な図をかき， 安全・適切な製作や検査・点検等ができる

こと。

イ

間題を見いだして課題を設定し， 材料の選択や成形の方法等を構想

して設計を具体化するとともに， 製作の過程や結果の評価， 改善及び

修正について考えること。

(3)これからの社会の発展と材料と加工の技術の在り方を考える活動など

を通して， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

生活や社会， 環境との関わりを踏まえて， 技術の概念を理解するこ

内

イ

ア

ア

と。

技術を評価し， 適切な選択と管理・運用の在り方や， 新たな発想に

基づく改良と応用について考えること。

生物育成の技術

(1) 生活や社会を支える生物育成の技術について調べる活動などを通して，

次の事項を身に付けることができるよう指導する。

育成する生物の成長， 生態の特性等の原理・法則と， 育成環境の調

節方法等の基礎的な技術の仕組みについて理解すること。

技術に込められた問題解決の工夫について考えること。

(2)生活や社会における問題を， 生物育成の技術によって解決する活動を

通して， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

安全・適切な栽培又は飼育， 検査等ができること。

問題を見いだして課題を設定し， 育成環境の調節方法を構想して育

イ

ア

イ

ア

イ

c

D 

成計画を立てるとともに， 栽培又は飼育の過程や結果の評価，

び修正について考えること。

(3)これからの社会の発展と生物育成の技術の在り方を考える活動などを

通して， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

生活や社会， 環境との関わりを踏まえて， 技術の概念を理解するこア

と。

技術を評価し， 適切な選択と管理・運用の在り方や， 新たな発想に

基づく改良と応用について考えること。
エ ネルギ ー変換の技術

(1) 生活や社会を支えるエ ネルギ ー変換の技術について調べる活動などを

通して， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

電気， 運動， 熱の特性等の原理· 法則と， エ ネルギ ーの変換や伝達

等に関わる基礎的な技術の仕組み及び保守点検の必要性について理解

すること。

技術に込められた問題解決の工夫について考えること。

(2)生活や社会における問題を， エ ネルギ ー変換の技術によって解決する

活動を通して， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

安全・適切な製作， 実装， 点検及び調整等ができること。

イ

問題を見いだして課題を設定し， 電気回路又は力学的な機構等を構

想して設計を具体化するとともに， 製作の過程や結果の評価， 改善及

び修正について考えること。

(3)これからの社会の発展とエ ネルギ ー変換の技術の在り方を考える活動

などを通して， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

生活や社会， 環境との関わりを踏まえて， 技術の概念を理解するこ

イ

ア

イ

ア

ア

改善及

と。

技術を評価し， 適切な選択と管理· 運用の在り方や， 新たな発想に

基づく改良と応用について考えること。

情報の技術

(1) 生活や社会を支える情報の技術について調べる活動などを通して， 次

の事項を身に付けることができるよう指導する。

ィ

- 140 - - 141 -



ア

ィ

(2) 

（
庫
〇
卜
振
W
粛）

ァ

イ

蔀

徊

rn

饗忠F

□I 

L
C
H
C
母
6
N
担
卦

LO

ro

L
 

3
 

情報の表現， 記録， 計算， 通信の特性等の原理・法則と， 情報のデ

ジタル化や処理の自動化， システム化， 情報セキュリティ等に関わる

基礎的な技術の仕組み及び情報モラルの必要性について理解すること。

技術に込められた問題解決の工夫について考えること。

生活や社会における問題を， ネットワ ー クを利用した双方向性のある

コンテンツのプログラミングによって解決する活動を通して， 次の事項

を身に付けることができるよう指導する。

情報通信ネットワ ー クの構成と， 情報を利用するための基本的な仕

組みを理解し， 安全・適切なプログラムの制作， 動作の確認及びデバッ

グ等ができること。

問題を見いだして課題を設定し， 使川するメディアを複合する方法

とその効果的な利用方法等を構想して情報処理の手順を具体化すると

ともに，制作の過程や結果の評価，改善及び修正について考えること。

(3) 生活や社会における問題を， 計測•制御のプログラミングによって解

決する活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

計測•制御システムの仕組みを理解し，安全・適切なプログラムの

制作， 動作の確認及びデバッグ等ができること。

問題を見いだして課題を設定し， 入出力されるデータの流れを元に

計測•制御システムを構想しで情報処理の手順を具体化するとともに，

制作の過程や結果の評価， 改善及び修正について考えること。

(4) これからの社会の発展と情報の技術の在り方を考える活動などを通し

て， 次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 生活や社会， 環境との関わりを踏まえて，技術の概念を理解するこ

ア

ィ

と。

イ 技術を評価し，適切な選択と管理・運用の在り方や， 新たな発想に

基づく改良と応用について考えること。

内容の取扱い

(1)内容の「A材料と加工の技術」については，

とする。

(1)については，我が国の伝統的な技術についても扱い， 緻密なものア

次のとおり取り扱うもの

こと。

イ (2)の製作に必要な図については，

る図法を扱うこと。

(2)内容の「B生物育成の技術」については， 次のとおり取り扱うものと

する。

(1)については，作物の栽培， 動物の飼育及び水産生物の栽培のいず

れも扱うこと。

イ (2)については， 地域固有の生態系に影響を及ぼすことのないよう留

意するとともに， 薬品を使用する場合には， 使用上の基準及び注意事

項を遵守させること。

(3)内容の「Cエネルギ ー 変換の技術」の(1)については， 電気機器や屋内

配線等の生活の中で使用する製品やシステムの安全な使用についても扱

うものとする。

(4)内容の「D情報の技術」については， 次のとおり取り扱うものとする。

(1)については， 情報のデジタル化の方法と情報の量， 著作権を含め

た知的財産権，発信した情報に対する責任， 及び社会におけるサイバー

セキュリティが重要であることについても扱うこと。

(2)については，コ ンテンツに用いる各種メディアの基本的な特徴や，

個人情報の保護の必要性についても扱うこと。

(5)各内容における(1)については， 次のとおり取り扱うものとする。

アで取り上げる原理や法則に関しては， 関係する教科との連携を図

ること。

イ イでは，社会からの要求，安全性，環境負荷や経済性などに着目し，

技術が最適化されてきたことに気付かせること。

ウ 第1学年の最初に扱う内容では， 3年間の技術分野の学習の見通し

を立てさせるために，内容の「A材料と加工の技術」から「D情報の

技術」までに示す技術について触れること。

(6)各内容における(2)及び内容の「D情報の技術」

のとおり取り扱うものとする。

ア

ア

ィ

ア

づくりの技などが我が国の伝統や文化を支えてきたことに気付かせる

主として等角図及び第三角法によ

の(3)については， 次
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イでは， 各内容の(1)のイで気付かせた見方・考え方により問題を見

いだして課題を設定し， 自分なりの解決策を構想させること。

知的財産を創造， 保護 及び活用しようとする態度， 技術に関わる倫

理観， 並びに他者と協働して粘り強く物事を前に進める態度を養うこ

とを目指すこと。

ウ 第3学年で取り上げる内容では，

な問題について扱うこと。

製作・制作·育成場面で使用するエ具·機器や材料等については，

図画工作科等の学習経験を踏まえるとともに， 安全や健康に十分に配

慮して選択すること。

(7)内容の「A材料と加工の技術」， 「B生物育成の技術」， 「Cエネルギ ー

変換の技術」 の(3)及び内容の「D情報の技術」 の(4)については， 技術

が生活の向上や産業の継承と発展， 資源やエネルギ ーの有効利用， 自然

環境の保全等に貢献していることについても扱うものとする。

ア

ィ

工

これ までの学習を踏まえた統合的

［家庭分野〕

目 標

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ， 衣食住などに関する実践的・

体験的な活動を通して， よりよい生活の実現に向けて， 生活を工夫し創造

する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)家族・家庭の機能について理解を深め， 家族・家庭， 衣食住， 消費や

環境などについて， 生活の自立に必要な基礎的な理解を図るとともに，

それらに係る技能を身に付けるようにする。

(2)家族・家庭や地域における生活の中から問題を見いだして課題を設定

し， 解決策を構想し， 実践を評価・改善し， 考察したことを論理的に表

現するなど， これからの生活を展望して課題を解決する力を養う。

(3)自分と家族， 家庭生活と地域との関わりを考え， 家族や地域の人々と

協働し， よりよい生活の実現に向けて， 生活を工夫し創造しようとする

実践的な態度を養う。

内 容
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B

家族・家庭生活

次の(1)から(4)までの項目について， 課題をもって， 家族や地域の人々

と協カ・協働し， よりよい家庭生活に向けて考え， 工夫する活動を通して，

次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(1)自分の成長と家族・家庭生活

自分の成長と家族や家庭生活との関わりが分かり， 家族・家庭の基

本的な機能について理解するとともに， 家族や地域の人々と協カ・協

働して家庭生活を営む必要があることに気付くこと。

(2)幼児の生活と家族

次のような知識を身に付けるごと。

（ア）幼児の発達と生活の特徴が分かり，

の役割について理解すること。

（イ）幼児にとっての遊びの意義や幼児との関わり方について理解する

こと。

イ 幼児とのよりよい関わり方について考え，

(3)家族・家庭や地域との関わり

次のような知識を身に付けること。

（ア）家族の互いの立場や役割が分かり， 協力することによって家族関

係をよりよくできることについて理解すること。

（イ）家庭生活は地域との相互の関わりで成り立っていることが分かり，

高齢者など地域の人々と協働する必要があることや介護など高齢者

との関わり方について理解すること。

家族関係をよりよくする方法 及び高齢者など地域の人々と関わり，

協働する方法について考え， 工夫すること。

(4)家族・家庭生活についての課題と実践

家族， 幼児の生活又は地域の生活の中から間題を見いだして課題を

設定し， その解決に向けてよりよい生活を考え， 計画を立てて実践で

きること。

衣食住の生活

次の(1)から(7)までの項目について， 課題をもって， 健康・快適• 安全

ア

ア

ア

ィ

ア

子供が育つ環境としての家族

工夫すること。
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で豊かな食生活， 衣生活， 住生活に向けて考え， 工夫する活動を通して，

次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(1)食事の役割と中学生の栄養の特徴

次のような知識を身に付けること。

（ア）生活の中で食事が果たす役割について理解すること。

（イ）中学生に必要な栄義の特徴が分かり， 健康によい食習慣について

理解すること。

健康によい食習慣について考え， 工夫すること。

(2)中学生に必要な栄養を満たす食事

次のような知識を身に付けること。

（ア）栄養素の種類と働きが分かり， 食品の栄養的な特質について理解

すること。

（イ）中学生の1日に必要な食品の種類と概量が分かり，

作成の方法について理解すること。

中学生の1日分の献立について考え，

日常食の調理と地域の食文化

次のような知識及び技能を身に付けること。

（ア）日常生活と関連付け， 用途に応じた食品の選択について理解し，

適切にできること。

（イ）食品や調理用具等の安全と衛生に留意した管理について理解し，

遥切にできること。

（り）材料に適した加熱調理の仕方について理解し， 基礎的な日常食の

調理が適切にできること。

（エ）地域の食文化について理解し，

適切にできること。

日常の1食分の調理について， 食品の選択や調理の仕方， 調理計画

を考え， 工夫すること。

(4)衣服の選択と手入れ

次のような知識及び技能を身に付けること。

（ア）衣服と社会生活との関わりが分かり， 目的に応じた着用， 個性を

イ

(3) 

ァ

ィ

ァ

工夫すること。

地域の食材を用いた和食の調理が

c

生かす着用及び衣服の適切な選択について理解すること。

（イ）衣服の計画的な活用の必要性， 衣服の材料や状態に応じた日常着

の手入れについて理解し， 適切にできること。

衣服の選択， 材料や状態に応じた日常着の手入れの仕方を考え， エ

夫すること。

(5)生活を豊かにするための布を用いた製作

製作する物に適した材料や縫い方について理解し，

り扱い， 製作が適切にできること。

資源や環境に配慮し， 生活を豊かにするために布を用いた物の製作

計画を考え， 製作を工夫すること。

(6)住居の機能と安全な住 まい方

次のような知識を身に付けること。

（ア）家族の生活と住空間との関わりが分かり， 住居の基本的な機能に

ついて理解すること。

（イ）家庭内の事故の防ぎ方など家族の安全を考えた住空間の整え方に

ついて理解すること。

イ 家族の安全を考えた住空間の整え方について考え，

(7)衣食住の生活についての課題と実践

食生活， 衣生活， 住生活の中から問題を見いだして課題を設定し，

その解決に向けてよりよい生活を考え，計画を立てて実践できること。

消費生活・環境

次の(1)から(3)までの項目について， 課題をもって， 持続可能な社会の

構築に向けて考え， 工夫する活動を通して， 次の事項を身に付けることが

できるよう指導する。

(1)金銭の管理と購入

次のような知識及び技能を身に付けること。

（ア）購入方法や支払い方法の特徴が分かり， 計画的な金銭管理の必要

性について理解すること。

（イ）売買契約の仕組み，消費者被害の背景とその対応について理解し，

物資・サービスの選択に必要な情報の収集・整理が適切にできるこ

イ

ア

イ

ア

ア

ア

用具を安全に取

工夫すること。
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と。

物資· サ ー ビスの選択に必要な情報を活用して購入について考え，

工夫すること。

(2) 消費者の権利と責任

消費者の基本的な権利と責任， 自分や家族の消費生活が環境や社会

に及ぼす影聾について理解すること。

身近な消費生活について， 自立した消費者としての責任ある消費行

動を考え， 工夫すること。

(3) 消費生活・環境についての課題と実践

自分や家族の消費生活の中から問題を見いだして課題を設定し， そ

の解決に向けて環境に配慮した消費生活を考え， 計画を立てて実践で

きること。

内容の取扱い

(1) 各内容については， 生活の科学的な理解を深めるための実践的・体験

的な活動を充実すること。

(2)内容の「A家族・家庭生活」については， 次のとおり取り扱うものと

する。

(1)のアについては， 家族· 家庭の基本的な機能がAからCまでの各

内容に関わっていることや， 家族· 家庭や地域における様々な問題に

ついて， 協カ・協働， 健康・快適· 安全， 生活文化の継承， 持続可能

な社会の構築等を視点として考え， 解決に向けて工夫することが大切

であることに気付かせるようにすること。

(1)' (2)及び(3)については， 相互に関連を図り， 実習や観察， ロ ー

ルプレイングなどの学習活動を中心とするよう留意すること。

ウ (2)については， 幼稚園， 保育所， 認定こども園などの幼児の観察や

幼児との触れ合いができるよう留意すること。アの（ア）については， 幼

児期における周囲との基本的な信頼関係や生活習慣の形成の重要性に

ついても扱うこと。

(3)のアの（イ）については， 高齢者の身体の特徴についても触れるこ

高齢者の介謹の基礎に関する体験的な活動ができるよう留

イ

ア

イ

ア

ア

イ

工

と。また，

意すること。イについては， 地域の活動や行事などを取り上げたり，

他教科等における学習との関連を図ったりするよう配慮すること。

(3)内容の「B衣食住の生活」については， 次のとおり取り扱うものとす

る。

日本の伝統的な生活についても扱い， 生活文化を継承する大切さに

気付くことができるよう配慮すること。

(1)のアの（ア）については， 食事を共にする意義や食文化を継承する

ことについても扱うこと。

ウ (2)のアの（ア）については， 水の働きや食物繊維についても触れるこ

と。

(3)のアの（ア）については， 主として調理実習で用いる生鮮食品と加

工食品の表示を扱うこと。（り）については， 煮る， 焼く， 蒸す等を扱う

こと。また， 魚， 肉， 野菜を中心として扱い， 基礎的な題材を取り上

げること。(1.)については， だしを用いた煮物又は汁物を取り上げるこ

と。また， 地域の伝統的な行事食や郷土料理を扱うこともできること。

食に関する指導については， 技術· 家庭科の特質に応じて， 食育の

充実に資するよう配慮すること。

カ (4)のアの（ア）については， 日本の伝統的な衣服である和服について

触れること。また， 和服の基本的な着装を扱うこともできること。さ

らに， 既製服の表示と選択に当たっての留意事項を扱うこと。（イ）につ

いては， 日常着の手入れは主として洗濯と補修を扱うこと。

(5)のアについては， 衣服等の再利用の方法についても触れること。

(6)のアについては， 簡単な図などによる住空間の構想を扱うこと。

また， ア及びイについては， 内容の「A家族・家庭生活」の(2)及び(3)

との関連を図ること。さらに， アの（イ）及びイについては， 自然災害に

備えた住空間の整え方についても扱うこと。

(4)内容の「C消費生活・環境」については， 次のとおり取り扱うものと

する。

(1)及び(2)については， 内容の「A家族・家庭生活」又は「B衣食

住の生活」の学習との関連を図り， 実践的に学習できるようにするこ

ア

ィ

工

才

キ

ク

ア
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(1)については， 中学生の身近な消費行動と関連を図った物資・サ ー

ビスや消費者被害を扱うこと。 アの（ア）については， クレジットなどの

三者間契約についても扱うこと。
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指導計画の作成と内容の取扱い

指導計画の作成に当たっては， 次の事項に配慮するものとする。

(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して， その中で育む資質・能力

の育成に向けて， 生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るように

すること。 その際， 生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え

方を働かせ， 知識を相互に関連付けてより深く理解するとともに， 生活

や社会の中から間題を見いだして解決策を構想し， 実践を評価・改善し

て， 新たな課題の解決に向かう過程を重視した学習の充実を図ること。

(2) 技術分野及び家庭分野の授業時数については， 3学年間を見通した全

体的な指導計画に基づき， いずれかの分野に偏ることなく配当して履修

させること。 その際， 各学年において， 技術分野及び家庭分野のいずれ

も履修させること。

家庭分野の内容の「A家族・家庭生活」の(4), 「B衣食住の生活」の

(7)及び「C消費生活・環境」の(3)については， これら三項目のうち，

ー以上を選択し履修させること。 その際， 他の内容と関連を図り， 実践

的な活動を家庭や地域などで行うことができるよう配慮すること。

(3) 技術分野の内容の「A材料と加工の技術」から「D情報の技術」まで，

及び家庭分野の内容の「A家族・家庭生活」から「C消費生活・環境」

までの各項目に配当する授業時数及び各項目の履修学年については， 生

徒や学校， 地域の実態等に応じて， 各学校において適切に定めること。

その際， 家庭分野の内容の「A家族・家庭生活」の(1)については， 小学

校家庭科の学習を踏まえ， 中学校における学習の見通しを立てさせるた

めに， 第1学年の最初に履修させること。

(4) 各項目及び各項日に示す事項については，相互に有機的な関連を図り，

総合的に展開されるよう適切な題材を設定して計画を作成すること。 そ

- 150 -

2

3

の際， 生徒や学校， 地域の実態を的確に捉え， 指導の効果を高めるよう

にすること。 また， 小学校における学習を踏まえるとともに， 高等学校

における学習を見据え， 他教科等との関連を明確にして系統的• 発展的

に指導ができるようにすること。 さらに， 持続可能な開発のための教育

を推進する視点から他教科等との連携も図ること。

(5)障害のある生徒などについては， 学習活動を行う場合に生じる困難さ

に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的， 組織的に行うこと。

(6) 第1章総則の第1の2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき， 道徳科な

どとの関連を考慮しながら， 第3章特別の教科道徳の第2に示す内容に

ついて， 技術・家庭科の特質に応じて適切な指導をすること。

第2の内容の取扱いについては， 次の事項に配慮するものとする。

(1) 指導に当たっては，衣食住やものづくりなどに関する実習等の結果を

整理し考察する学習活動や， 生活や社会における課題を解決するために

言葉や図表， 概念などを用いて考えたり， 説明したりするなどの学習活

動の充実を図ること。

(2) 指導に当たっては， コ ンピュ ー タや情報通信ネットワ ー クを積極的に

活用して， 実習等における情報の収集・整理や， 実践結果の発表などを

行うことができるように工夫すること。

(3) 基礎的・基本的な知識及び技能を習得し， 基本的な概念などの理解を

深めるとともに， 仕事の楽しさや完成の喜びを体得させるよう， 実践的・

体験的な活動を充実すること。 また， 生徒のキャリア発達を踏まえて学

習内容と将来の職業の選択や生き方との関わりについても扱うこと。

(4)資質・能力の育成を図り， 一人一人の個性を生かし伸ばすよう， 生徒

の興味• 関心を踏まえた学習課題の設定， 技能の習得状況に応じた少人

数指導や教材・教具の工夫など個に応じた指導の充実に努めること。

(5) 生徒が， 学習した知識及び技能を生活に活用したり， 生活や社会の変

化に対応したりすることができるよう， 生活や社会の中から問題を見い

だして課題を設定し解決する学習活動を充実するとともに， 家庭や地域

社会， 企業などとの連携を図るよう配慮すること。

実習の指導に当たっては， 施設・設備の安全管理に配慮し， 学習環境を
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整備するとともに， 火気， 用具， 材料などの取扱いに注意して事故防止の

指導を徹底し， 安全と衛生に十分留意するものとする。

その際， 技術分野においては， 正しい機器の操作や作業環境の整備等に
しん

ついて指導するとともに， 適切な服装や防護眼鏡・防塵マスクの着用， 作

業後の手洗いの実施等による安全の確保に努めることとする。

家庭分野においては，幼児や高齢者と関わるなど校外での学習について，

事故の防止策及び事故発生時の対応策等を綿密に計画するとともに， 相手

に対する配慮にも十分留意するものとする。 また， 調理実習については，

食物アレルギ ーにも配慮するものとする。

第1 目 標

外国語によるコミュニケ ー ションにおける見方・考え方を働かせ， 外国語に

よる聞くこと， 読むこと， 話すこと， 書くことの言語活動を通して， 簡単な清

報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュニケ ー ションを

図る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)外国語の音声や語彙， 表現， 文法， 言語の働きなどを理解するとともに，

これらの知識を， 聞くこと， 読むこと， 話すこと， 書くことによる実際の

コミュニケ ー ションにおいて活用できる技能を身に付けるようにする。

(2) コミュニケ ー ションを行う目的や場面， 状況などに応じて， 日常的な話

題や社会的な話題について，外国語で簡単な情報や考えなどを理解したり，

これらを活用して表現したり伝え合ったりすることができる力を養う。

(3)外国語の背景にある文化に対する理解を深め， 聞き手， 読み手， 話し手，

書き手に配慮しながら， 主体的に外国語を用いてコミュニケ ー ションを図

ろうとする態度を養う。

第2

ー

ア

イ

第9節 外 国 吾
II
III
:t
 

各言語の目標及び内容等

英 語

目 標

英語学習の特質を踏まえ， 以下に示す， 聞くこと， 読むこと， 話すこと

［やり取り］， 話すこと［発表］， 書くことの五つの領域別に設定する目標

の実現を目指した指導を通して， 第1の(1)及び(2)に示す資質・能力を一

体的に育成するとともに， その過程を通して， 第1の(3)に示す資質・能力

を育成する。

(1) 聞くこと

はっきりと話されれば，

取ることができるようにする。

はっきりと話されれば， 日常的な話題について， 話の概要を捉える

日常的な話題について， 必要な情報を聞き

- 152 - - 153 -



ア
（
庫
〇
卜
振
W
粛）

ァ

蔀

徊

rn

饗忠F

□I 

L
C

H

C

母
6
N

担
卦

L
6
L
 

ことができるようにする。

ウ はっきりと話されれば， 社会的な話題について， 短い説明の要点を

捉えることができるようにする。

(2)読むこと

日常的な話題について， 簡単な語句や文で書かれたものから必要な

情報を読み取ることができるようにする。

イ 日常的な話題について， 簡単な語句や文で書かれた短い文章の概要

を捉えることができるようにする。

ウ 社会的な話題について， 簡単な語句や文で書かれた短い文章の要点

を捉えることができるようにする。

(3)話すこと［やり取り］

関心のある事柄について， 簡単な語句や文を用いて即興で伝え合う

ことができるようにする。

イ 日常的な話題について， 事実や自分の考え， 気持ちなどを整理し，

簡単な語句や文を用いて伝えたり， 相手からの質問に答えたりするこ

とができるようにする。

社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて， 考えた

ことや感じたこと， その理由などを， 簡単な語句や文を用いて述べ合

うことができるようにする。

(4)話すこと［発表］

関心のある事柄について， 簡単な語句や文を用いて即典で話すこと

ができるようにする。

日常的な話題について， 事実や自分の考え， 気持ちなどを整理し，

簡単な語句や文を用いてまとまりのある内容を話すことができるよう

にする。

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて， 考えた

ことや感じたこと， その理由などを， 簡単な語句や文を用いて話すこ

とができるようにする。

ゥ

ア

ィ

(5)書くこと

関心のある事柄について， 簡単な語句や文を用いて正確に書くことァ

2
 

ができるようにする。

イ 日常的な話題について， 事実や自分の考え， 気持ちなどを整理し，

簡単な語句や文を用いてまとまりのある文章を書くことができるよう

にする。

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて， 考えた

ことや感じたこと， その理由などを， 簡単な語句や文を用いて書くこ

とができるようにする。

内 容

〔知識及び技能〕

(1)英語の特徴やきまりに関する事項

実際に英語を用いた言語活動を通して， 小学校学習指導要領第2章第10

節外国語第2の2の(1)及び次に示す言語材料のうち， 1に示す五つの領

域別の目標を達成するのにふさわしいものについて理解するとともに，

言語材料と言語活動とを効果的に関連付け， 実際のコミュニケ ー ション

において活用できる技能を身に付けることができるよう指導する。
コ＝
日戸

次に示す事項について取り扱うこと。

（ア）現代の標準的な発音

（イ）語と語の連結による音の変化

（り）語や句， 文における基本的な強勢

（エ）文における基本的なイントネ ー ション

（オ）文における基本的な区切り

符号

感嘆符， 引用符などの符号

ウ 語， 連語 及び慣用表現

（ア） 1に示す五つの領域別の目標を達成するために必要となる， 小学

校で学習した語に1600,...__,1800語程度の新語を加えた語

（イ）連語のうち， 活用頻度の高いもの

（ウ）慣用表現のうち， 活用頻度の高いもの

文， 文構造及び文法事項

ア

イ

工
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小学校学習指導要領第2章第10節外国語第2の2の(1)のエ及び次に

示す事項について，意味のある文脈で のコミュニケ ー ションの中で繰

り返し触れることを通して活用すること。

（ア）文

a重文，複文

b 疑問文のうち，助動詞(may, will など）で始まるもの やor を含む

もの ，疑間詞(which, whose) で始まるもの

c感嘆文のうち基本的なもの

（イ）文構造

［主語＋動詞＋補語］のうち，a
 

b

c
 

主語十be動詞以外の動詞十

［主語＋動詞＋目的語］

l

●

­
詞

詞

容

名

形

-

-

l
 

のうち，

l
J節る
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/
1
”

渭

遭

遭

詞

詞

＋

詞

詞

詞

動

動

詞

動

動

動

＋

＋

動

＋

＋

＋

語

語

＋

語

語

語

主

主

語

主

主

主

）

）

主

）

）

）

a

b

[

a

b

c

 

，ヽ＼

（

（

（

（
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［主語＋動詞＋目的語＋補語］のうち，

(a)主語＋動詞＋目的語＋
名詞

l

A

­

詞容形

(b)主語＋動詞＋目的語＋原形不定詞
eその他

(a) There + be動詞＋～

(b) It +be動詞+� ( +for�) +to不定詞

(c)主語+tell, want など＋目的語+to不定詞

(d)主語十be動詞＋形容詞+that で始まる節

（り）文法事項

a代名詞

(a)人称や指示，疑問，数量を表 すもの

(b)関係代名詞のうち，主格のthat, which, who, 

which の制限的用法
b接続詞

c 助動詞

d前置詞
e 動詞の時制及び相など

現在形や過去形，現在進行形， 過去進行形，

了進行形，助動詞などを用いた未来表現

f 形容詞や副詞を用いた比較表現
g to不定詞

h 動名詞

i 現在分詞や過去分詞の形容詞としての用法

j受け身

k仮定法のうち基本的なもの

目的格のthat,

現在完了形，現在完

〔思考力，判断力， 表現力等］

(2)情報を整理しながら考えなどを形成し，英語で表現したり，伝え合っ

- 157 -

苔海ii十H:1l\!-lil 匹 111+1m
膝Iii聴華1!i� 蕊后



苔迎11十ば母Iii 記 11+1 m 
!AA 111墨華邑母蕊后 ゜ ゜

（
寸
e

宰
念
LO)

（
庫
〇
卜
振
W
粛）

ァ

イ

蔀

徊

rn

饗忠F

□I 

L
C
H
C
母
6
N
担
卦

C
6
L
 

(3) 

① 

たりすることに関する事項

具体的な課題等を設定し， コ ミュニケ ー ションを行う目的や場面， 状

況などに応じて， 情報を整理しながら考えなどを形成し， これらを論理

的に表現することを通して， 次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

日常的な話題や社会的な話題について， 英語を聞いたり読んだりし

て必要な情報や考えなどを捉えること。

日常的な話題や社会的な話題について， 英語を聞いたり読んだりし

て得られた情報や表現を，選択したり抽出したりするなどして活用し，

話したり書いたりして事実や自分の考え，気持ちなどを表現すること。

ウ 日常的な話題や社会的な話題について， 伝える内容を整理し， 英語

で話したり書いたりして互いに事実や自分の考え， 気持ちなどを伝え

合うこと。

言語活動及び言語の働きに関する事項

言語活動に関する事項

(2)に示す事項については， (1)に示す事項を活用して， 例えば次のよ

うな言語活動を通して指導する。

ア 小学校学習指導要領第2章第10節外国語の第2の2の(3)に示す言

語活動のうち， 小学校における学習内容の定着を図るために必要な

もの。

聞くこと

（ア）日常的な話題について， 自然な口調で話される英語を聞いて，

話し手の意向を正確に把握する活動。

（イ）店や公共交通機関などで用いられる簡単なアナウンスなどから，

自分が必要とする情報を聞き取る活動。

（り）友達からの招待など， 身近な事柄に関する簡単なメッセ ー ジを

聞いて， その内容を把握し， 適切に応答する活動。

（エ）友達や家族， 学校生活などの日常的な話題や社会的な話題に関

する会話や説明などを聞いて，概要や要点を把握する活動。 また，

その内容を英語で説明する活動。

イ

工

才

ウ 読むこと

（ア）書かれた内容や文章の構成を考えながら黙読したり，

を表現するよう音読したりする活動。

（イ）日常的な話題について， 簡単な表現が用いられている広告やパ

ンフレット， 予定表， 手紙， 電子メ ー ル， 短い文章などから， 自

分が必要とする情報を読み取る活動。

（り）簡単な語句や文で書かれた日常的な話題に関する短い説明や工

ッセ

イ

， 物語などを読んで概要を把握する活動。

（エ）簡単な語句や文で書かれた社会的な話題に関する説明などを読

んで，

イ

ラストや写真， 図表なども参考にしながら， 要点を把握

する活動。 また， その内容に対する賛否や自分の考えを述べる活

動。

話すこと［やり取り］

（ア）関心のある事柄について， 相手からの質問に対し， その場で適

切に応答したり， 関連する質問をしたりして， 互いに会話を継続

する活動。

（イ）日常的な話題について， 伝えようとする内容を整理し， 自分で

作成したメモなどを活用しながら相手と口頭で伝え合う活動。

（り）社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した

内容に基づき， 読み取ったことや感じたこと， 考えたことなどを

伝えた上で， 相手からの質間に対して適切に応答したり自ら質間

し返したりする活動。

話すこと［発表］

（ア）関心のある事柄について，

する活動。

（イ）日常的な話題について， 事実や自分の考え， 気持ちなどをまと

め， 簡単なスピ ー チをする活動。

（ウ）社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した

内容に基づき， 自分で作成したメモなどを活用しながら口頭で要

約したり， 自分の考えや気持ちなどを話したりする活動。

その内容

その場で考えを整理して口頭で説明
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書くこと

（ア）趣味や好き嫌いなど，

書く活動。

（イ）簡単な手紙や電子メ ー ルの形で自分の近況などを伝える活動。

（り）日常的な話題について， 簡単な語句や文を用いて， 出来事など

を説明するまとまりのある文章を書く活動。

（エ）社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した

内容に基づき， 自分の考えや気持ち， その理由などを書く活動。

言語の働きに関する事項

言語活動を行うに当たり， 主として次に示すような言語の使用場面

や言語の働きを取り上げるようにする。

ア 言語の使用場面の例

（ア）生徒の身近な暮らしに関わる場面

家庭での生活 ・ 学校での学習や活動

地域の行事 など

（イ）特有の表現がよく使われる場面

自己紹介 ・ 買物

道案内 ・ 旅行

手紙や電子メ ールのやり取り

イ言語の働きの例

（ア） コ ミュニケ ー ションを円滑にする

話し掛ける • 相づちを打つ

繰り返す など

（イ）気持ちを伝える

礼を言う

謝る

（り）事実・情報を伝える

説明する

描写する など

（エ）考えや意図を伝える

ヵ

自分に関する基本的な情報を語句や文で

など

苦情を言う

歓迎する など

報告する

食事

電話での対応

聞き直す

褒める

発表する

3

申し出る

賛成する

断る

（オ）相手の行動を促す

質問する

命令する など

指導計画の作成と内容の取扱い

(1) 指導計画の作成に当たっては， 小学校や高等学校における指導との接

続に留意しながら， 次の事項に配慮するものとする。

単元など内容や時間のまとまりを見通して， その中で育む資質・能

カの育成に向けて， 生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るよ

うにすること。 その際， 具体的な課題等を設定し， 生徒が外国語によ

る コ ミュニケ ー ションにおける見方・考え方を働かせながら， コ ミュ

ニケ ー ションの目的や場面， 状況などを意識して活動を行い， 英語の

音声や語彙， 表現， 文法の知識を五つの領域における実際の コ ミュニ

ケ ー ションにおいて活用する学習の充実を図ること。

イ 学年ごとの目標を適切に定め， 3学年間を通じて外国語科の目標の

実現を図るようにすること。

ウ 実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うなどの言語活

動を行う際は， 2の(1)に示す言語材料について理解したり練習したり

するための指導を必要に応じて行うこと。 また， 小学校第3学年から

第6学年までに扱った簡単な語句や基本的な表現などの学習内容を繰

り返し指導し定着を図ること。

生徒が英語に触れる機会を充実するとともに， 授業を実際の コ ミュ

ニケ ー ションの場面とするため，授業は英語で行うことを基本とする。

その際， 生徒の理解の程度に応じた英語を用いるようにすること。

言語活動で扱う題材は， 生徒の興味•関心に合ったものとし， 国語

科や理科， 音楽科など， 他の教科等で学習したことを活用したり， 学

校行事で扱う内容と関連付けたりするなどのエ夫をすること。

障害のある生徒などについては， 学習活動を行う場合に生じる困難

ア

工

才

力

約束する

反対する

仮定する

依頼する

など

意見を言う

承諾する

招待する
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さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的， 組織的に行うこと。

指導計両の作成や授業の実施に当たっては， ネイティプ ・ スピー

カ

ー や英語が堪能な地域人材などの協力を得る等， 指導体制の充実を図

るとともに， 指導方法の工夫を行うこと。

2の内容に示す事項については， 次の事項に配慮するものとする。

2の(1)に示す言語材料については， 平易なものから難しいものへと

段階的に指導すること。 また， 生徒の発達の段階に応じて， 聞いたり

読んだりすることを通して意味を理解できるように指導すべき事項と，

話したり書いたりして表現できるように指導すべき事項とがあること

に留意すること。

音声指導に当たっては， 日本語との違いに留意しながら， 発音練習

などを通して2の(1)のアに示す言語材料を継続して指導するととも

に， 音声指導の補助として， 必要に応じて発音表記を用いて指導する
つづ

こともできることに留意すること。 また， 発音と綴りとを関連付けて

指導すること。

ウ 文字指導に当たっては， 生徒の学習負担にも配慮しながら筆記体を

指導することもできることに留意すること。

文法事項の指導に当たっては， 次の事項に留意すること。

（ア）英語の特質を理解させるために， 関連のある文法事項はまとめて

整理するなど， 効果的な指導ができるよう工夫すること。

（イ）文法は コ ミュニケ ー ションを支えるものであることを踏まえ， コ

ミュニケ ー ションの目的を達成する上での必要性や有用性を実感さ

せた上でその知識を活用させたり， 繰り返し使用することで当該文

法事項の規則性や構造などについて気付きを促したりするなど， 言

語活動と効果的に関連付けて指導すること。

（り）用語や用法の区別などの指導が中心とならないよう配慮し， 実際

に活用できるようにするとともに， 語順や修飾関係などにおける日

本語との違いに留意して指導すること。

辞書の使い方に慣れ， 活用できるようにすること。

身近で簡単な事柄について， 友達に質間をしたり質間に答えたりす

る力を育成するため， ペア ・ ワ ー ク， グル ー プ・ワ ー クなどの学習形

態について適宜工夫すること。 その際， 他者と コ ミュニケ ー ションを

行うことに課題がある生徒については， 個々の生徒の特性に応じて指

導内容や指導方法を工夫すること。

生徒が身に付けるべき資質 ・ 能力や生徒の実態， 教材の内容などに

応じて， 視聴覚教材や コ ンピュー タ， 情報通信ネットワ ー ク， 教育機

器などを有効活用し， 生徒の興味， 関心をより高め， 指導の効率化や

言語活動の更なる充実を図るようにすること。

ク 各単元や各 時間の指導に当たっては， コ ミュニケ ー ションを行う目

的， 場面， 状況などを明確に設定し， 言語活動を通して育成すべき資

質・能力を明確に示すことにより， 生徒が学習の見通しを立てたり，

振り返ったりすることができるようにすること。

(3)教材については， 次の事項に留意するものとする。

教材は， 聞くこと， 読むこと， 話すこと［やり取り］， 話すこと［発

表］， 書くことなどの コ ミュニケ ー ションを図る資質 ・ 能力を総合的

に育成するため， 1に示す五つの領域別の目標と2に示す内容との関

係について， 単元など内容や時間のまとまりごとに各教材の中で明確

に示すとともに， 実際の言語の使用場面や言語の働きに十分配慮した

題材を取り上げること。

英語を使用している人々を中心とする世界の人々や日本人の日常生

活， 風俗習慣物語， 地理， 歴史， 伝統文化， 自然科学などに関する

ものの中から， 生徒の発達の段階や興味• 関心に即して適切な題材を

効果的に取り上げるものとし， 次の観点に配慮すること。

（ア）多様な考え方に対する理解を深めさせ， 公正な判断力を養い豊か

な心情を育てるのに役立つこと。

（イ）我が国の文化や， 英語の背景にある文化に対する関心を高め，

解を深めようとする態度を養うのに役立つこと。

（ウ）広い視野から国際理解を深め， 国際社会と向き合うことが求めら

れている我が国の一 員としての自覚 を高めるとともに， 国際協調の

精神を養うのに役立つこと。

キ

ア

イ

理
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その他の外国語

その他の外国語については， 英語の1に示す五つの領域別の目標， 2に示

す内容及び3に示す指導計画の作成と内容の取扱いに準じて指導を行うもの

とする。

3

1

2

 

第 指導計画の作成と内容の取扱い

外国語科においては， 英語を履修させることを原則とすること。

第1章総則の第1の2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき， 道徳科など

との関連を考慮しながら， 第3章特別の教科道徳の第2に示す内容につい

て， 外国語科の特質に応じて適切な指導をすること。

A 

B

第3章 特別の教科 道徳

第1 目 標

第1章総則の第1の2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき， よりよく生きる

ための基盤となる道徳性を養うため， 道徳的諸価値についての理解を基に， 自

己を見つめ， 物事を広い視野から多面的・多角的に考え， 人間としての生き方

についての考えを深める学習を通して， 道徳的な判断力， 心情， 実践意欲と態

度を育てる。

第2 内 容

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要である道徳科においては，

下に示す項目について扱う。

主として自分自身に関すること

［自主， 自律， 自由と責任］

自律の精神を重んじ， 自主的に考え， 判断し， 誠実に実行してその結果

に責任をもつこと。

［節度， 節制］

望ましい生活習慣を身に付け， 心身の健康の増進を図り， 節度を守り節

制に心掛け， 安全で調和のある生活をすること。

［向上心， 個性の伸長］

自己を見つめ， 自己の向上を図るとともに， 個性を伸ばして充実した生

き方を追求すること。

［希望と勇気， 克己と強い意志］

より高い目標を設定し， その達成を目指し， 希望と勇気をもち，

失敗を乗り越えて着実にやり遂げること。

［真理の探究， 創造］

真実を大切にし，真理を探究して新しいものを生み出そうと努めること。

主として人との関わりに関すること

［思いやり， 感謝］

以

困難や
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思いやりの心をもって人と接するとともに， 家族などの支えや多くの人

々の善意により日々の生活や現在の自分があることに感謝し， 進んでそれ

に応え， 人間愛の精神を深めること。

［礼儀］

礼儀の意義を理解し，

［友情信頼］

友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち，互いに励まし合い，

高め合うとともに， 異性についての理解を深め， 悩みや葛藤も経験しなが

ら人間関係を深めていくこと。

［相互理解， 寛容］

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに， それぞれの個性や立場を尊

重し， いろいろなものの見方や考え方があることを理解し， 寛容の心をも

って謙虚に他に学び， 自らを高めていくこと。

主として集団や社会との関わりに関すること

［遵法精神， 公徳心］

法やきまりの意義を理解し， それらを進んで守るとともに， そのよりよ

い在り方について考え， 自他の権利を大切にし， 義務を果たして， 規律あ

る安定した社会の実現に努めること。

［公正， 公平， 社会正義］

正義と公正さを重んじ， 誰に対しても公平に接し， 差別や偏見のない社

会の実現に努めること。

［社会参画， 公共の精神］

社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め，

社会の実現に努めること。

［勤労］

勤労の尊さや意義を理解し， 将来の生き方について考えを深め， 勤労を

通じて社会に貢献すること。

［家族愛， 家庭生活の充実］

父母， 祖父母を敬愛し， 家族の一員としての自覚をもって充実した家庭

生活を築くこと。

公共の精神をもってよりよい

D 

［よりよい学校生活， 集団生活の充実］

教師や学校の人々を敬愛し， 学級や学校の一 員としての自覚をもち， 協

力し合ってよりよい校風をつくるとともに， 様々な集団の意義や集団の中

での自分の役割と責任を自覚して集団生活の充実に努めること。

［郷土の伝統と文化の尊重， 郷土を愛する態度］

郷士の伝統と文化を大切にし， 社会に尽くした先人や高齢者に尊敬の念

を深め， 地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し， 進んで郷士の

発展に努めること。

［我が国の伝統と文化の尊重， 国を愛する態度］

優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献するとともに， 日本人とし

ての自覚をもって国を愛し， 国家及び社会の形成者として， その発展に努

めること。

［国際理解， 国際貢献］

世界の中の日本人としての自覚をもち， 他国を尊重し，

って， 世界の平和と人類の発展に寄与すること。

主として生命や自然， 崇高なものとの関わりに関すること

［生命の尊さ］

生命の尊さについて， その連続性や有限性なども含めて理解し，

えのない生命を尊重すること。

［自然愛護］

自然の崇高さを知り， 自然環境を大切にすることの意義を理解し， 進ん

で自然の愛護に努めること。

［感動， 畏敬の念］

美しいものや気高いものに感動する心をもち，

対する畏敬の念を深めること。

［よりよく生きる喜び］

人間には自らの弱さや醜さを克服する強さや気高く生きようとする心が

あることを理解し， 人間として生きることに喜びを見いだすこと。

第3

国際的視野に立

かけが

人間の力を超えたものに
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各学校においては， 道徳教育の全体計画に基づき， 各教科， 総合的な学

習の時間及び特別活動との関連を考慮しながら， 道徳科の年間指導計画を

作成するものとする。 なお， 作成に当たっては， 第2に示す内容項目につ

いて， 各学年において全て取り上げることとする。 その際， 生徒や学校の

実態に応じ， 3学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密に

した指導， 一つの内容項目を複数の時間で扱う指導を取り入れるなどのエ

夫を行うものとする。

第2の内容の指導に当たっては， 次の事項に配慮するものとする。

(1)学級担任の教師が行うことを原則とするが， 校長や教頭などの参加，

他の教師との協力的な指導などについて工夫し， 道徳教育推進教師を中

心とした指導体制を充実すること。

(2)道徳科が学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の嬰としての役割

を果たすことができるよう， 計画的• 発展的な指導を行うこと。 特に，

各教科， 総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育としては取

り扱う機会が十分でない内容項目に関わる指導を補うことや， 生徒や学

校の実態等を踏まえて指導をより一 層深めること， 内容項目の相互の関

連を捉え直したり発展させたりすることに留意すること。

(3)生徒が自ら道徳性を養う中で， 自らを振り返って成長を実感したり，

これからの課題や目標を見付けたりすることができるよう工夫すること。

その際， 道徳性を養うことの意義について， 生徒自らが考え， 理解し，

主体的に学習に取り組むことができるようにすること。 また， 発達の段

階を考慮し， 人間としての弱さを認めながら， それを乗り越えてよりよ

く生きようとすることのよさについて， 教師が生徒と共に考える姿勢を

大切にすること。

(4)生徒が多様な感じ方や考え方に接する中で， 考えを深め， 判断し， 表

現する力などを育むことができるよう， 自分の考えを基に討論したり書

いたりするなどの言語活動を充実すること。 その際， 様々な価値観につ

いて多面的・多角的な視点から振り返って考える機会を設けるとともに，

生徒が多様な見方や考え方に接しながら， 更に新しい見方や考え方を生

み出していくことができるよう留意すること。

- 168 -
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(5)生徒の発達の段階や特性等を考慮し， 指導のねらいに即して， 問題解

決的な学習， 道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れるな

ど， 指導方法を工夫すること。 その際， それらの活動を通じて学んだ内

容の意義などについて考えることができるようにすること。 また， 特別

活動等における多様な実践活動や体験活動も道徳科の授業に生かすよう

にすること。

(6)生徒の発達の段階や特性等を考慮し， 第2に示す内容との関連を踏ま

えつつ， 情報モラルに関する指導を充実すること。 また， 例えば， 科学

技術の発展と生命倫理との関係や社会の持続可能な発展などの現代的な

課題の取扱いにも留意し， 身近な社会的課題を自分との関係において考

え， その解決に向けて取り組もうとずる意欲や態度を育てるよう努める

こと。 なお， 多様な見方や考え方のできる事柄について， 特定の見方や

考え方に偏った指導を行うことのないようにすること。

(7)道徳科の授業を公開したり， 授業の実施や地域教材の開発や活用など

に家庭や地域の人々， 各分野の専門家等の積極的な参加や協力を得たり

するなど， 家庭や地域社会との共通理解を深め， 相互の連携を図ること。

教材については， 次の事項に留意するものとする。

(1)生徒の発達の段階や特性， 地域の実情等を考慮し， 多様な教材の活用

に努めること。 特に， 生命の尊厳， 社会参画， 自然， 伝統と文化， 先人

の伝記， スポ ー ツ， 情報化への対応等の現代的な課題などを題材とし，

生徒が間題意識をもって多面的・多角的に考えたり， 感動を覚えたりす

るような充実した教材の開発や活用を行うこと。

(2)教材については， 教育基本法や学校教育法その他の法令に従い，

観点に照らし適切と判断されるものであること。

ア 生徒の発達の段階に即し， ねらいを達成するのにふさわしいもので

あること。

人間尊重の精神にかなうものであって， 悩みや葛藤等の心の揺れ，

人間関係の理解等の課題も含め， 生徒が深く考えることができ， 人間

としてよりよく生きる喜びや勇気を与えられるものであること。

多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には， 特定の見方

イ

ウ

次の
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や考え方に偏った取扱いがなされていないものであること。

生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し， 指導に生

かすよう努める必要がある。 ただし， 数値などによる評価は行わないもの

とする。

（
庫
〇
卜
振
W
粛）

第1 目 標

探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，

よりよく課題を解決し， 自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のと

おり育成することを目指す。

(1)探究的な学習の過程において， 課題の解決に必要な知識及び技能を身に

付け， 課題に関わる概念を形成し， 探究的な学習のよさを理解するように

する。

(2)実社会や実生活の中から問いを見いだし， 自分で課題を立て， 情報を集

め， 整理・分析して， まとめ・表現することができるようにする。

(3)探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに， 互いのよさを生か

しながら， 積極的に社会に参画しようとする態度を養う。
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第2

1

2
 

3

第4章 総合的な学習の時間

各学校において定める目椋及び内容

目 標

各学校においては， 第1の目標を踏まえ， 各学校の総合的な学習の時間

の目標を定める。

内 容

各学校においては， 第1の目標を踏まえ， 各学校の総合的な学習の時間

の内容を定める。

各学校において定める目標及び内容の取扱い

各学校において定める目標及び内容の設定に当たっては， 次の事項に配

慮するものとする。

(1)各学校において定める目標については， 各学校における教育目標を踏

まえ，総合的な学習の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。

(2)各学校において定める目標及び内容については， 他教科等の目標及び

内容との違いに留意しつつ， 他教科等で育成を目指す資質・能力との関

連を重視すること。
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(3)各学校において定める目標及び内容については，

関わりを重視すること。

(1)各学校において定める内容については， 目標を実現するにふさわしい

探究課題， 探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力を

示すこと。

(5)目標を実現するにふさわしい探究課題については， 学校の実態に応じ

て， 例えば， 国際理解， 情報， 環境， 福祉•健康などの現代的な諸課題

に対応する横断的・総合的な課題， 地域や学校の特色に応じた課題， 生

徒の興味•関心に基づく課題， 職業や自己の将来に関する課題などを踏

まえて設定すること。

(6)探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については，

次の事項に配慮すること。

知識及び技能については， 他教科等及び総合的な学習の時間で習得

する知識及び技能が相互に関連付けられ， 社会の中で生きて働くもの

として形成されるようにすること。

思考力， 判断力， 表現力等については， 課題の設定， 情報の収集，

整理・分析， まとめ・表現などの探究的な学習の過程において発揮さ

れ， 未知の状況において活用できるものとして身に付けられるように

すること。

ウ 学びに向かう力， 人間性等については， 自分自身に関すること及び

他者や社会との関わりに関することの両方の視点を踏まえること。

(7)目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育

成を目指す具体的な資質・能力については， 教科等を越えた全ての学習

の基盤となる資質・能力が育まれ， 活用されるものとなるよう配慮する

第3

ー

ア

イ

こと。

日常生活や社会との

指導計画の作成と内容の取扱い

指導計画の作成に当たっては， 次の事項に配慮するものとする。

(1)年間や， 単元など内容や時間のまとまりを見通して， その中で育む資

質・能力の育成に向けて， 生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図
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るようにすること。 その際， 生徒や学校， 地域の実態等に応じて， 生徒

が探究的な見方・考え方を働かせ， 教科等の枠を超えた横断的・総合的

な学習や生徒の興味•関心等に基づく学習を行うなど創意工夫を生かし

た教育活動の充実を図ること。

(2)全体計画及び年間指導計画の作成に当たっては， 学校における全教育

活動との関連の下に， 目標及び内容， 学習活動， 指導方法や指導体制，

学習の評価の計画などを示すこと。 その際， 小学校における総合的な学

習の時間の取組を踏まえること。

(3)他教科等及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を相互に関

連付け， 学習や生活において生かし， それらが総合的に働くようにする

こと。 その際， 言語能力， 情報活用能力など全ての学習の基盤となる資

質・能力を重視すること。

(4)他教科等の目標及び内容との違いに留意しつつ， 第1の目標並びに第

2の各学校において定める目標及び内容を踏まえた適切な学習活動を行

うこと。

(5)各学校における総合的な学習の時間の名称については， 各学校におい

て適切に定めること。

(6)障害のある生徒などについては， 学習活動を行う場合に生じる困難さ

に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的， 組織的に行うこと。

(7)第1章総則の第1の2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき， 道徳科な

どとの関連を考慮しながら， 第3章特別の教科道徳の第2に示す内容に

ついて， 総合的な学習の時間の特質に応じて適切な指導をすること。

第2の内容の取扱いについては， 次の事項に配慮するものとする。

(1)第2の各学校において定める目標及び内容に基づき， 生徒の学習状況

に応じて教師が適切な指導を行うこと。

(2)探究的な学習の過程においては， 他者と協働して課題を解決しようと

する学習活動や， 言語により分析し， まとめたり表現したりするなどの

学習活動が行われるようにすること。 その際， 例えば， 比較する， 分類

する，関連付けるなどの考えるための技法が活用されるようにすること。

(3)探究的な学習の過程においては， コ ンピュ ー タや情報通恰ネットワ ー
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クなどを適切かつ効果的に活用して， 情報を収集· 整理• 発信するなど

の学習活動が行われるよう工夫すること。 その際， 情報や情報手段を主

体的に選択し活用できるよう配慮すること。

(4)自然体験や職場体験活動， ボランティア活動などの社会体験， ものづ

くり， 生産活動などの体験活動， 観察・実験， 見学や調査， 発表や討論

などの学習活動を積極的に取り入れること。

(5)体験活動については， 第1の目標並びに第2の各学校において定める

目標及び内容を踏まえ， 探究的な学習の過程に適切に位置付けること。

(6)グルー プ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態， 地域の

人々の協力も得つつ， 全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体

制について工夫を行うこと。

(7)学校図書館の活用， 他の学校との連携， 公民館， 図書館， 博物館等の

社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携， 地域の教材や

学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。

(8)職菓や自己の将来に関する学習を行う際には， 探究的な学習に取り組

むことを通して， 自己を理解し， 将来の生き方を考えるなどの学習祈動

が行われるようにすること。

第1 目 標

集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ， 様々な集団活動に自主

的， 実践的に取り組み， 互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活

上の課題を解決することを通して， 次のとおり資質・能力を育成することを目

指す。

(1)多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要とな

ることについて理解し， 行動の仕方を身に付けるようにする。

(2)集団や自己の生活， 人間関係の課題を見いだし， 解決するために話し合

い， 合意形成を図ったり， 意思決定したりすることができるようにする。

(3)自主的， 実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして， 集団や

社会における生活及び人間関係をよりよく形成するとともに， 人間として

の生き方についての考えを深め， 自己実現を図ろうとする態度を養う。

第2

ー

2

各活動・学校行事の目標及び内容

〔学級活動］

目 標

学級や学校での生活をよりよくするための課題を見いだし， 解決するた

めに話し合い， 合意形成し， 役割を分担して協力して実践したり， 学級で

の話合いを生かして自己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思

決定して実践したりすることに， 自主的， 実践的に取り組むことを通して，

第1の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。

内 容

1の資質・能力を育成するため， 全ての学年において， 次の各活動を通

して， それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必要となることについて

理解し， 主体的に考えて実践できるよう指導する。

(1)学級や学校における生活づくりへの参画

学級や学校における生活上の諸間題の解決ア

第5章 特別活動
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(2) 

学級や学校における生活をよりよくするための課題を見いだし， 解

決するために話し合い， 合意形成を図り， 実践すること。

学級内の組織づくりや役割の自覚

学級生活の充実や向上のため， 生徒が主体的に組織をつくり， 役割

を自覚しながら仕事を分担して，協力し合い実践すること。

ウ 学校における多様な集団の生活の向上

生徒会など学級の枠を超えた多様な集団における活動や学校行事を

通して学校生活の向上を図るため， 学級としての提案や取組を話し合っ

て決めること。

日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

自他の個性の理解と尊重， よりよい人間関係の形成

自他の個性を理解して尊重し， 互いのよさや可能性を発揮しながら

よりよい集団生活をつくること。

男女相互の理解と協力

男女相互について理解するとともに， 共に協力し尊重し合い， 充実

した生活づくりに参画すること。

思春期の不安や悩みの解決， 性的な発達への対応

心や体に関する正しい理解を基に， 適切な行動をとり， 悩みや不安

に向き合い乗り越えようとすること。

心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成

節度ある生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持

増進することや， 事件や事故， 災害等から身を守り安全に行動するこ

と。

食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

給食の時間を中心としながら， 成長や健康管理を意識するなど， 望

ましい食習慣の形成を図るとともに， 食事を通して人間関係をよりよ

くすること。

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現

社会生活， 職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成と

学校図書館等の活用

ア

ィ

ゥ

工

才

ア

- 176 -

3
 

ー

2
 

ィ

現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考えたり， 自主的に

学習する場としての学校図書館等を活用したりしながら， 学ぶことと

働くことの意義を意識して学習の見通しを立て， 振り返ること。

社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成

社会の一員としての自覚や責任を持ち， 社会生活を営む上で必要な

マナ ーやルール， 働くことや社会に貢献することについて考えて行動

すること。

ウ 主体的な進路の選択と将来設計

目標をもって， 生き方や進路に関する適切な情報を収集・整理し，

自己の個性や興味• 関心と照らして考えること。

内容の取扱い

(1) 2の(1)の指導に当たっては， 集団としての意見をまとめる話合い活動

など小学校からの積み重ねや経験を生かし， それらを発展させることが

できるよう工夫すること。

(2) 2の(3)の指導に当たっては， 学校， 家庭及び地域における学習や生活

の見通しを立て， 学んだことを振り返りながら， 新たな学習や生活への

意欲につなげたり， 将来の生き方を考えたりする活動を行うこと。 その

際， 生徒が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。

［生徒会活動］

目 標

異年齢の生徒同士で協力し， 学校生活の充実と向上を図るための諸問題

の解決に向けて， 計画を立て役割を分担し， 協力して運営することに自主

的， 実践的に取り組むことを通して， 第1の目標に掲げる資質・能力を育

成することを目指す。

内 容

1の資質・能力を育成するため， 学校の全生徒をもって組織する生徒会

において， 次の各活動を通して， それぞれの活動の意義及び活動を行う上

で必要となることについて理解し， 主体的に考えて実践できるよう指導す

る。
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(1)生徒会の組織づくりと生徒会活動の計画や運営

生徒が主体的に組織をつくり， 役割を分担し， 計画を立て， 学校生活

の課題を見いだし解決するために話し合い， 合意形成を図り実践するこ

と。

(2)学校行事への協力

学校行事の特質に応じて， 生徒会の組織を活用して， 計画の一 部を担

当したり， 運営に主体的に協力したりすること。

(3)ボランティア活動などの社会参画

地域や社会の課題を見いだし， 具体的な対策を考え， 実践し，

社会に参画できるようにすること。
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2

地域や

［学校行事〕

目 標

全校又は学年の生徒で協力し， よりよい学校生活を築くための体験的な

活動を通して， 集団への所属感や連帯感を深め， 公共の精神を養いながら，

第1の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。

内 容

1の資質・能力を育成するため， 全ての学年において， 全校又は学年を

単位として，次の各行事において， 学校生活に秩序と変化を与え， 学校生

活の充実と発展に資ずる体験的な活動を行うことを通して， それぞれの学

校行事の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解し， 主体的

に考えて実践できるよう指導する。

(1)儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，

新しい生活の展開への動機付けとなるようにすること。

(2)文化的行事

平素の学習活動の成果を発表し， 自己の向上の意欲を一層高めたり，

文化や芸術に親しんだりするようにすること。

(3)健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進， 事件や事故， 災害等から身を守
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第3

ー

る安全な行動や規律ある集団行動の体得， 運動に親しむ態度の育成， 責

任感や連帯感の涵養， 体力の向上などに資するようにすること。

(4)旅行・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあって， 見関を広め， 自然や文化などに親し

むとともに， よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道

徳などについての体験を積むことができるようにすること。

(5)勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや生産の喜びを体得し， 職場体験活動などの勤労観・職業

観に関わる啓発的な体験が得られるようにするとともに， 共に助け合っ

て生きることの喜びを体得し， ボランティア活動などの社会奉仕の精神

を養う体験が得られるようにすること。

内容の取扱い

(1)生徒や学校， 生徒の実態に応じて， 2に示す行事の種類ごとに，行事及

びその内容を重点化するとともに， 各行事の趣旨を生かした上で， 行事

間の関連や統合を図るなど精選して実施すること。 また， 実施に当たっ

ては， 自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに， 体験活

動を通して気付いたことなどを振り返り， まとめたり， 発表し合ったり

するなどの事後の活動を充実すること。

指導計画の作成と内容の取扱い

指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1)特別活動の各活動及び学校行事を見通して， その中で育む資質・能力

の育成に向けて， 生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るように

すること。 その際， よりよい人間関係の形成， よりよい集団生活の構築

や社会への参画及び自己実現に資するよう， 生徒が集団や社会の形成者

としての見方・考え方を働かせ， 様々な集団活動に自主的， 実践的に取

り組む中で， 互いのよさや個性， 多様な考えを認め合い， 等しく合意形

成に関わり役割を担うようにすることを重視すること。

(2)各学校においては特別活動の全体計画や各活動及び学校行事の年間指

導計画を作成すること。その際， 学校の創意工夫を生かし， 学級や学校，
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地域の実態， 生徒の発達の段階などを考慮するとともに， 第2に示す内

容相互及び各教科， 道徳科， 総合的な学習の時間などの指導との関連を

図り， 生徒による自主的， 実践的な活動が助長されるようにすること。

また， 家庭や地域の人々との連携， 社会教育施設等の活用などを工夫す

ること。

(3)学級活動における生徒の自発的， 自治的な活動を中心として， 各活動

と学校行事を相互に関連付けながら，個々の生徒についての理解を深め，

教師と生徒， 生徒相互の信頼関係を育み， 学級経営の充実を図ること。

その際， 特に， いじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図るよ

うにすること。

(4)障害のある生徒などについては， 学習活動を行う場合に生じる困難さ

に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的， 組織的に行うこと。

(5)第1章総則の第1の2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき， 道徳科な

どとの関連を考慮しながら， 第3章特別の教科道徳の第2に示す内容に

ついて， 特別活動の特質に応じて適切な指導をすること。

第2の内容の取扱いについては， 次の事項に配慮するものとする。

(1)学級活動及び生徒会活動の指導については，指導内容の特質に応じて，

教師の適切な指導の下に， 生徒の自発的， 自治的な活動が効果的に展開

されるようにすること。 その際， よりよい生活を築くために自分たちで

きまりをつくつて守る活動などを充実するよう工夫すること。

(2)生徒及び学校の実態並びに第1章総則の第6の2に示す道徳教育の重

点などを踏まえ， 各学年において取り上げる指導内容の重点化を図ると

ともに， 必要に応じて， 内容間の関連や統合を図ったり， 他の内容を加

えたりすることができること。

(3)学校生活への適応や人間関係の形成， 進路の選択などについては， 主

に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと， 個々の生徒の多

様な実態を踏まえ， 一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行う

カウンセリング（教育相談を含む。）の双方の趣旨を踏まえて指導を行

うこと。 特に入学当初においては， 個々の生徒が学校生活に適応すると

ともに， 希望や目標をもって生活をできるよう工夫すること。 あわせて，
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生徒の家庭との連絡を密にすること。

(4)異年齢集団による交流を重視するとともに， 幼児， 高齢者， 障害のあ

る人々などとの交流や対話， 障害のある幼児児童生徒との交流及び共同

学習の機会を通して， 協働することや， 他者の役に立ったり社会に貢献

したりすることの喜びを得られる活動を充実すること。

入学式や卒業式などにおいては， その意義を踏まえ， 国旗を掲揚すると

ともに， 国歌を斉唱するよう指導するものとする。
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